
大阪府

連携

①事業⽬的
災害時における⻭科保健医療提供体制を確保し、円滑にすすめるためには、⻭科医療班（JDAT※）の早急な編成や、避難所や救護所の⻭科ニーズを集約することが必要である。そこ
で、⼤阪府の災害⻭科保健医療体制を構築するため、検討委員会を設置する。また、⼤阪府と⼤阪府⻭科医師会の連絡体制のみならず、⻭学部を保有する府内の２⼤学や⼤阪府⻭
科衛⽣⼠会や⼤阪府⻭科技⼯⼠会、⼤阪府病院⻭科医会等との連携構築のため、検討委員会の中で議論を深め、災害時⻭科保健医療提供体制をすすめる。
②現状と課題
・40年以内に90％程度の確率で南海トラフ⼤地震が起こると想定される。また、近年では⼤型台⾵の頻発等による広範囲の⽔害が度々発⽣している。
・避難所における住⺠の健康状態の維持に、⼝腔ケアをはじめとした⻭科保健活動は必須。早急に⻭科医療班（JDAT※）
を編成し、⻭科ニーズの集約が必要。
・⼀⽅、災害時⻭科保健医療提供体制について各関係団体の役割分担等がはっきり決まっておらず、発災時に懸念がある。
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災害時⻭科保健医療提供体制推進事業 資料６

職能団体

災害歯科保健医療体制検討委員会

連携

・災害⻭科の課題抽出
・災害時の各団体の連携
・様式の作成・周知
・広報、ＰＲ
・研修、訓練の企画⽴案
・⽬標達成のために必要な
事業提案等

JDAT：Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム
災害発生後おおむね 72 時間以降に地域歯科保健医療専門職により行われる、
緊急災害歯科医療や避難所等における口腔衛生を中心とした公衆衛生活動を支援
することを通じて被災者の健康を守り、地域歯科医療の復旧を支援するチームのこと。

医療施設運営費等補助⾦（⻭科医療提供体制構築推進事業）
｟予算︓１,１６６千円（国庫10/10補助）｠

○検討委員会において、府内における課題を抽出し、検討
○マニュアル作成等について助⾔を⾏う
○災害⻭科保健医療活動に必要な様式の検討や体制作りに
必要な研修や訓練の企画⽴案を⾏う

〇訓練や研修等を通じ、有効性を確認する
各関係団体に役割を意識づけ
課題のフィードバック

関係機関等

大学関係

⻭科医師会
⻭科衛⽣⼠会
⻭科技⼯⼠会
医師会 等

⼤阪⼤学⻭学部
⼤阪⻭科⼤学 等

病院⻭科医会
DMAT事務局 等

連携

連携

事業内容 ○災害⻭科保健医療体制検討委員会の開催（５回程度） ○災害時⻭科保健医療提供体制における各関係団体の認識共有
○災害⻭科保健医療活動に関する研修会開催（１回程度）

連携



「R6年度にできたこと」

①災害歯科に係る会議体の設置（災害歯科保健医療体制検討委員会）

②災害時の情報共有を目的とした通信機器（衛星携帯電話）の設置

「今後の課題」

・災害歯科に係るマニュアルの改訂、ガイドラインの作成等

・各関係機関の役割を明確化

・通信機器を活用した、実効性のある災害訓練 等

「R7年度事業の目標」

〇災害歯科に係るマニュアル、ガイドラインのブラッシュアップ

〇各関係機関の役割の明確化（覚書、協定書等）

〇より実効性のある災害訓練の実施、研修会の開催 等
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